
 

 

 

 

  

最初に、障害者総合支援法の改正により新しく作られた「就労選択支援」という障がい福祉サービスについて紹

介します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 ３月 

岐阜県立大垣特別支援学校 

進路支援部 

就労選択支援とは？ 

〇障がいのある人が、就労先や働き方についてより良い選択ができるように、本人の希望、就労能力や適性に

合った選択を支援する障がい福祉サービス。 

〇訓練や就職活動の支援自体を行うものではなく、「アセスメント（適性把握）」に特化したものである。 

〇本人の意思決定を支援するサービスとも言われている。 

目的は？ 

〇作業場面等を活用して、本人の強みや課題、適性をしっかりと把握すること。また、自己理解を促すこと。 

〇就労面の客観的な評価ができた上で、本人の希望、就労能力や適性等に合った就労・障がい福祉サービスを

主体的に選択できるように支援すること。 

〇アセスメントの過程や結果を通じて、本人が進路を選択し決めていくこと。 

（参照：厚生労働省「就労選択支援 実施マニュアル」） 

対象となる人は？ 

〇就労移行支援または就労継続支援A型、B型を利用する希望のある人 

⇒就労継続支援B型を新たに利用希望する人は、「就労選択支援」の利用が原則必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労選択支援の流れは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引用：岐阜県HP） 



当校では、１月９日（金）に就労選択支援事業所の株式会社「Noto カレッジ」を招いて就労選択支援事業について

の研修会を開きました。 

その中でこの事業の趣旨は従来の直Ｂアセスメント（高等部卒業後すぐに就労選択支援事業Ｂ型を利用する際に

必要な手続き）とは違い、自身の適性や働く力について本人が理解できるようにすることや、高等部卒業時点ではＢ

型などの事業所を利用している卒業生も、一般企業への就職を促す意味があるという説明がありました。 

学校以外の場で、働く力を客観的に測り、自分の進路について考える機会ができる事は、本人やご家族にとって

は大きな意味があると感じます。 

この制度の利用について、現段階（令和８年２月）では、当校では卒業後にＢ型を利用することを希望する生徒の一

部について、現２年生の３月に実施します。また、第２回現場実習後に B 型を利用することになった生徒は、11 月に

実施する予定です。 

 

高等部新 3 年生の例 
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 新しい制度がスタートしたばかりですので、これから運用する中で福祉、行政、学校で連携しながら、生徒たちが戸

惑うことない様に実施時期を調整し、実りあるものになるようにしていきます。 

次に、今年度の高等部卒業生３４名の進路先について紹介します。 

一般就労 7 名 

サンメッセ株式会社          株式会社大垣ケーブルテレビ    東海サーモ株式会社             

バロー大垣プロセスセンター    イビデンオアシス株式会社 

株式会社イビデンキャリア・テクノ 

福祉就労 2６名 

就労継続支援 A 型 4 名 

シュシュ   ネクステージ   カラーズ   ウィーワークス 

就労継続支援 B 型 １５名 

ノトビー         ＧＣＣ大垣校    グランスター         シュシュ    らしかファーム藤江        

新家サテライト    ぐりんぴーす   いろどり             ビーズ     かわなみ作業所 

結結             キャリカク     かがやきネットワーク３ 

生活介護 ７名 

らしかリビ       ステージ      スケッチ     かわなみ作業所    ハーモニー大垣  

林町ディセンター  マンマミーア                                 ※1 名は進学予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 今年度の特徴と課題 ～ 

一般就労については、２年生時から実習に行っていたところでの採用が多い傾向でした。また、初め

て障がいのある方を雇用する会社もありました。今後も職場開拓を進め、新しい職域や職場への就労に

チャレンジしていきたいと考えています。 

福祉就労については、複数の事業所で実習を行ったことで、本人にとってより良い事業所の選択がで

きました。また、不登校傾向にある生徒の進路については、理解のある福祉事業所もありましたが、一般

企業、福祉事業所共に、進路決定するにあたり困難さが見られました。進路先となる事業所を見つける

だけでなく、行政や福祉と連携して、高等部卒業後の本人や家族の生活面のサポートについて調整して

いきました。 



最後に、2月 27日（金）に開催しました進路研修会についてです。講師に社会保険労務士の田中佐菜江様をお招

きし、障害基礎年金の請求の進め方についてお話を伺いましたので、その中の一部を紹介します。 

障害年金の仕組みについて 

「所得保障制度」には、①生活保護、②社会手当（児童手当・特別児童扶養手当）、③公的年金、があります。 

そのうち、「公的年金」には、①老齢年金、②遺族年金、③障害年金、があり、障害年金は所得保障の一つです。 

以下、資料より抜粋して紹介します。  

 

○障害基礎年金の3要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害の程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 請求は、①申請書類を取りに行く（年金相談）…年金事務所または市町村役場の国民年金課、②生まれてから現在

までの状況を振り返る（初診日・病歴・病上等確認）、③現在の日常生活の程度がどんな状態か把握する、④病歴・就

労状況等申請書の作成、⑤受診の段取りをする…受診の予約・受診（問診・発達検査など）・診断書依頼、⑥診断書の

内容と病歴・就労状況等申請書の整合性を確認、⑦裁定請求書・添付書類の準備→裁定請求書等提出、の流れです。 

まずはご自身の子どもの20歳誕生日3か月前になったら、年金事務所または市町村役場の国民年金課に自ら

申請書類を取りに行くことから始まります。忘れないようにしたいものです。 

※障害基礎年金に関する案内はありませんので、ご自身での請求が必要になります。 

 

今年度も進路だよりでは、進路に関する情報をお伝えして参りました。保護者の皆様がお知りになりたい情報等

ございましたら、進路指導主事まで連絡ください。一年間ありがとうございました。 


